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●C 出出願願後後

1 出願内容の確認・訂正方法

⑴ 出願内容の確認・訂正方法

出願内容の確認・訂正期間は，令和 8年 10月 9日(金)10：00～10月 16日(金)17：00です。

また，出願内容の登録期間中（9月 15日(火)10：00～10月 2日(金)17：00）も出願内容の確認・
訂正が可能です。

出願内容は，共通テスト出願サイトのマイページ上にある「出願内容の確認・訂正」から確認し

てください。確認の結果，訂正が必要な場合は，出願内容の確認・訂正期間内に以下の手順で訂正

してください。氏名や住所，出願資格，登録教科等の全ての出願内容（審査中及び承認済みの「顔

写真」は除く。）の訂正が可能です。

なお，出願内容の確認・訂正期間経過後は，下表の項目を除いて一切訂正できません。

項目 マイページでの訂正方法 備考

メールアドレス メールアドレス変更

随時訂正可能。パスワード パスワード変更

秘密の質問と答え 志願者情報変更

氏名（漢字等・カナ）

志願者情報変更

随時訂正可能。ただし，以下の期間を除く。

令和8年10月2日(金)17：00～10月9日(金)10：00
令和8年11月25日(水) 17：00～12月4日(金)10：00
令和9年1月7日(木) 17：00～1月26日(火) 10：00

生年月日

電話番号

【訂正の手順】

① 共通テスト出願サイトのマイページにログインし，トップページの「出願内容の確認・訂

正」を選択します。

▼

② 出願内容が表示されるので確認してくだ

さい。                
  

③ 出願内容を訂正する場合及び不備がある

場合（➔p.41）は，「出願内容を訂正する」
を選択し，訂正や再登録を行ってください。

④ 訂正により検定料等の追加支払いが発生

した場合（➔p.41）は，「支払いを行う」ボ
タンが表示されるので，出願時と同様に支

払方法を選択し，検定料等を支払ってくだ

さい（➔p.38）。
追加分の検定料等の支払期間は，10月9日

(金)10：00～10月 16日(金)23：59です。
なお，支払期限までに支払いが完了して

いない場合，登録教科数や成績の閲覧の希

望の有無は，訂正する前の登録内容のまま

となります。
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⑵ 登録教科等を訂正する場合 

  登録教科等の訂正に伴い，検定料等に差額が発生するのは，次の①又は②の場合です。マイペー

ジ上の画面に表示される指示に従って手続してください。 

① 追加支払いが発生する場合 

 支払期間は 10月 9日(金)10：00～10月 16日(金)23：59です。 

 変更内容 追加支払金額※ 

登録教科数 「2教科以下」→→「3教科以上」 6,000円 

成績の閲覧の希望 「希望しない」→→「希望する」 300円 

※ 支払いの際には，追加支払金額のほか，支払方法を問わず，一律で「188 円」の手数料がか
かります。 

 
② 減額（返還）が発生する場合 

 変更内容 返還額※ 

登録教科数 「3教科以上」→「2教科以下」 6,000円 

成績の閲覧の希望 「希望する」→→「希望しない」 300円 

※ 検定料等の支払方法としてコンビニエンスストア又は Pay-easy（ペイジー）を選択した場合
は，返還の際に銀行振込手数料等がかかります（➔p.29・30）。 

 

⑶ 出願内容に不備がある場合 

登録された出願内容に以下の不備がある場合は，メール及びマイページの「お知らせ」で通知し

ます。40 ページの⑴のとおり，出願内容の確認・訂正期間中（10 月 9 日(金)10：00～10 月 16 日
(金)17：00）に，必ず再登録をしてください。なお，出願内容の登録期間中（9 月 15 日(火)10：00
～10月 2日(金)17：00）も再登録が可能です。 

不備項目 再登録可能な期間 期間内に再登録し 
なかった場合（注） 

顔写真（➔p.37） 
 
 
 
 
 
 10月 9日(金)10：00～10月 16日(金)17：00 

※ 出願内容の登録期間中（9月 15日(火) 

10：00～10月 2日(金)17：00）も再登録
可能。 

マイページから取得

した受験票は試験当

日使用不可 

イヤホン不適合措置申請 
（➔p.27） 

 
 
 
 
 
 
 

イヤホン不適合措置

「申請なし」で登録 

 （注） 出願期間内に検定料の支払いまで完了していれば，これらの不備があっても出願は受理さ

れます。 

登録した顔写真が否認

（「受付できない写真」

と判定）された場合 

登録した「イヤホン不

適合措置申請書」の内

容に不備があり，否認

された場合 
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2 受験票 
 
受験票は，共通テスト出願サイトのマイページから各自で取得・印刷し，試験当日に持参して

ください。郵送は行いません。なお，スマートフォン等での画面表示では試験場に入場できませ

んので，必ず紙に印刷された受験票を試験当日に持参してください。 

 
⑴ 取得期間 

  令和 8年 12月 4日(金)10：00～令和 9年 4月 30日(金)17：00 

 
⑵ 取得方法 

① 共通テスト出願サイトのマイページにログインし，トップページの「受験票」を選択しま

す。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②  受験票の PDFファイルが表示されるので，ページの拡大・縮小はせずに，A4サイズ
の白色の用紙に縦向きで印刷してください。背面の透かし，顔写真及び顔写真にかかった

「大学入試センター」の文字が鮮明であれば，カラー・白黒は問いません。また，余白や

裏面に何らかの記載がある受験票は使用できません。 
なお，自宅にプリンターがない場合は，コンビニエンスストアのプリントサービス等や

学校，公共施設等で印刷してください。 

  

42

https://examinee.dnc.ac.jp/examinee
https://examinee.dnc.ac.jp/examinee


Ｃ

後

願

出

＜＜受受験験票票見見本本＞＞  
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【受験票に関する注意事項】 

ア 受験票には，出願時に登録した顔写真が表示されます。また，試験場に関する事項のほ

か，受験教科に関する下表の事項が表示されます。 
なお，出願後に出願内容の訂正をした場合は，訂正した内容のとおり表示されています。 

事 項 表 示 内 容 

受験教科名 

受験できる教科（登録した教科）には，受験教科名欄に「○」が表

示されています（「―」が表示されている教科を受験することはで

きません。）。 
なお，数学は「数学①」と「数学②」を合わせて表示されますの

で，「○」があれば両方又はいずれか一方のグループを受験するこ

とができます。 

登録科目数 

(地理歴史,公民,

理科のみ） 

「地理歴史，公民」及び「理科」は，備考欄に登録科目数が表示さ

れています。例えば，「地理歴史，公民」の備考欄に「2科目登
録」と表示されているのは，「地理歴史，公民の中から 2科目を
受験する」という意味です。 
なお，登録した科目数を，試験当日に変更することはできません。 

別冊子試験問題 「外国語」で，出願時に別冊子試験問題の配付を希望した場合の

み，備考欄に「別冊子配付あり」と表示されています。 

  ※ 「上履き持参」と表示されている場合は，「上履き」と「下履きを入れる袋」を

持参してください。 
  ※ イヤホン不適合措置申請をした場合は，「ヘッドホン貸与」と表示されます。 
イ 試験日の直前は共通テスト出願サイトへアクセスが集中し，つながりにくくなる場合が

あります。余裕をもって印刷してください。 
ウ 試験当日は印刷した受験票を必ず持参し，常に携行してください。試験場に入場する際

は受験票の提示が必要です。また，試験時間中は受験票の点線部で山折りにして，上部が

見えるように机上に置いてください。 
エ 受験票は，各大学が実施する教科・科目に係る個別テスト等の当日及び入学手続の際

にも必要となる場合がありますので，大学入学共通テスト終了後も大切に保管しておい

てください。 
 
⑶ 受験票取得後の氏名・生年月日の訂正 

 受験票に表示されている内容のうち「氏名」と「生年月日」についてのみ，取得後に訂正す

ることができます。令和 8年 12月 4日(金)10：00～令和 9年 1月 7日(木)17：00の期間内に，
マイページ上にある「志願者情報変更」から訂正を行ってください（➔p.40）。この期間経過
後は，受験票の訂正は一切できません。 
訂正した場合は，令和 9年 1月 8日(金)17：00以降に表示内容が訂正された受験票を取得
し，印刷してください。 
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3 試験場の指定

⑴ 各志願者の試験場は，原則として都道府県を単位とする⑻の「試験地区区分表」に基づき設定し

た試験場の中から，大学入試センターが志願者数の分布や使用施設の収容数等を考慮し指定しま

す。なお，指定された試験場は変更できません。

⑵ 大学入試センターが指定する試験場は，下表のとおり出願資格によって異なります。

（注）出願内容の確認・訂正期間（10月 9日(金)10：00～10月 16日(金)17：00）に訂正した場合
は，訂正後の学校又は現住所

⑶ 試験場は，必ずしも各志願者の現住所の最寄りの試験場が指定されるとは限りません。例えば，

下の図のような場合，志願者 Bさんが最寄りの試験場①ではなく，少し遠い試験場②に指定される
ということがあります。試験場①でも遠い志願者 Aさんが，更に遠くの試験場②に指定されないよ
うにするために，このようなことが起こります。

⑷ 同じ高等学校（特別支援学校の高等部を含む。）又は中等教育学校の卒業見込みの者は同じ試験

場に指定するよう考慮します。ただし，「地理歴史，公民」及び「理科」の登録した科目数の組合

せ，試験場のトイレ等の設備，病気・負傷や障害等のために受験上の配慮を申請した志願者への対

応等の理由により，同じ学校の志願者が別々の試験場に指定されることがあります。

⑸ 試験場のトイレ等の設備の都合上，女性のみ又は男性のみの試験場に指定されることがあります

が，戸籍上の性別と自認の性別が異なるなどにより，その指定をされると受験が困難になる場合

は，出願期間内に大学入試センター事業第 1課（➔裏表紙）に問い合わせてください。

⑹ 試験場を指定する際に考慮される志願者数の分布等は毎年変化しますので，特定の住所や学校の

志願者が，毎年同じ試験場に指定されるとは限りません。例えば，ある学校の志願者が昨年度まで

継続して試験場①に指定されていたとしても，今年度は試験場②に指定されるということがありま

す。

⑺ 各志願者の試験場は，受験票に表示します。指定された試験場以外では，受験できません。

出 願 資 格 指定する試験場 備 考

高等学校（特別支援学校の高等部

を含む。）又は中等教育学校を令

和 9年 3月に卒業見込みの者

＊ただし，下欄②を除く。

共通テスト出願サイトに登

録された学校（注）が所在

する試験地区内の試験場

試験地区は，原則として都道

府県を単位とします。

ただし，北海道，岩手県，埼

玉県，神奈川県，兵庫県，島

根県，鹿児島県，沖縄県につ

いては，⑻の「試験地区区分

表」で定めるとおりとしま

す。

① 上欄以外の者

② 高等学校の通信制課程を令和

9年 3月に卒業見込みの者

共通テスト出願サイトに登

録された現住所（注）の試

験地区内の試験場

①       ②①       Aさん        Bさん
（試験場①に指定）  （試験場②に指定）
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⑻ 試験地区区分表（試験地区名） 

北海道石狩振興局地区 

〃 空知総合振興局地区 

〃 上川総合振興局・宗谷

総合振興局・留萌振興

局地区 

〃 後志総合振興局地区 

〃 檜山振興局・渡島総合

振興局地区 

〃 胆振総合振興局・日高

振興局地区 

〃 十勝総合振興局地区 

〃 根室振興局・釧路総合

振興局地区 

〃 オホーツク総合振興局

地区 
 
青森県 
（岩手県の一部を含む。） 

岩手県 
久慈市，九戸郡洋野町・野田

村は青森県へ 

宮城県 

秋田県 

山形県 

福島県 

茨城県 

栃木県 

群馬県 
 

埼玉県 
草加市，蕨市，川口市の一

部（卒業者等）は東京都へ 
 

千葉県 

東京都 
埼玉県の一部，神奈川県の一

部を含む。 
 
神奈川県 
川崎市，横浜市鶴見区・青葉

区・都筑区は東京都へ 

新潟県 

富山県 

石川県 

福井県 

山梨県 

長野県 

岐阜県 

静岡県 

愛知県 

三重県 

滋賀県 

京都府 

大阪府 

兵庫県 
（美方郡新温泉町は鳥取県へ） 

奈良県 

和歌山県 

鳥取県 
（兵庫県の一部を含む。） 

島根県 
（鹿足郡は山口県へ） 

岡山県 

広島県 

山口県 
（島根県の一部を含む。） 

徳島県 

香川県 

愛媛県 

高知県 

福岡県 

佐賀県 

長崎県 

熊本県 

大分県 

宮崎県 

鹿児島県 
大島郡与論町は沖縄県那覇地

区へ 

沖縄県那覇地区 
那覇市，うるま市，宜野湾

市，浦添市，名護市，糸満

市，沖縄市，豊見城市，南城

市，国頭郡，中頭郡，島尻郡 

（鹿児島県の一部を含む。） 

沖縄県宮古地区 
（宮古島市，宮古郡多良間村） 

沖縄県石垣地区 
（石垣市，八重山郡） 

※ 上表については，今後変更が生じる場合があります。変更が生じた場合は，大学入試セ

ンターのウェブサイト（➔裏表紙）に掲載しますので，確認してください。 
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4 出願後の不慮の事故等による受験上の配慮 

 

⑴ 大学入学共通テスト出願後の不慮の事故等（交通事故，負傷，発病，症状の悪化等）のために受

験上の配慮を希望する者には，申請に基づき大学入試センターで審査の上，「受験上の配慮案内」

に準じた受験上の配慮事項を決定します。 

⑵ この申請は，申請する理由が出願後に発生した場合に限り行うことができるものです。出願時ま

でに申請すべき内容であった場合には対象となりません。 

⑶ 「出願後の不慮の事故等による受験上の配慮」は，受験票に表示された試験場で実施するため，

試験直前の申請や試験場の設備等の状況により，申請内容への対応ができないような場合には，希

望する配慮が行えないことがあります。出願後の不慮の事故等による受験上の配慮を希望する場合

には，申請の準備が出来次第，速やかに申請してください。 

 

【申請期間】 

令和 8年 12月 10日(木)～令和 9年 1月 12日(火)17：00 
 

【申請方法等】 

  「受験上の配慮案内」の「6 出願後の不慮の事故等による受験上の配慮」で確認してください。 

 

「受験上の配慮案内」 掲載ページ 
 https://www.dnc.ac.jp/kyotsu/shiken_jouhou/r9/r9_hairyo.html    
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